
 

 

 

「下工 弁慶号」を応援する会 会則 
 

 

第一条（名称） 本会の名称は、「下工 弁慶号」を応援する会と称する。 

（以下、応援する会） 

 

第二条（目的）本会は、『「下工 弁慶号」を応援する会 趣意書』の趣旨 

に則り、「下工 弁慶号」を応援する事業を行う。 

 

第三条（構成）本会は会長、副会長、監査役、会員を持って構成する。 

 

第四条（事務局）本会の事務局は、会長の自宅に置く。 

 

第五条（会員）本会の会員は、応援する会の趣旨に賛同し、事務局に登録 

した者とする。脱会は、事務局に申し出れば自由とする。 

 

第六条（事業）会長、副会長は、「下工 弁慶号」を応援する事業を計画 

し、それを行う。 

 

第七条（運営費）本会の運営は、寄付、収益金で行う。 

 

第八条（会費）会費は徴収しない。 

 

第九条（監査）会長は、毎年三月末に、監査役による監査を受ける。 

 

第十条（施行）本会則は、平成十九年六月十六日より施行する。 

 

 

付帯事項   会長は、会員への連絡、情報・資料の提供のために早い時期 

に、ホームムページ『「下工 弁慶号」を応援する会』を立ち 

上げる。 

 

 

 

 


